
自立支援機器導入実証モデル事業

自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト

本事業は、製造事業者と仲介者、障害者を雇用している一般企業等が
チームを組んで、実際に支援機器を使用し、実証評価（試用効果や改良
の示唆）を行い、その結果を広く周知することにより、支援機器の開発
及び普及の加速と障害者の就労を促進することを目的といたします。

今年度は
応募相談・説明会を
５会場で開催予定

北海道(5/18) 、宮城(5/19) 、
東京(5/21) 、大阪(6/2) 、福岡(6/4)
※会場及び参加申込は、協会ホーム
ページにて

令和８年度

※本案内は現時点の予定であり、変更する場合があります。最新情報は協会ＨＰをご確認ください。



令和７年度は１３企業が採択されました

お問い合わせ先

公益財団法人テクノエイド協会 企画部

担当 ： 香川、佐藤、五島

ＴＥＬ ： ０３-３２６６-６８８３

メール ： jissho@techno-aids.or.jp

ホームページ ： https://www.techno-aids.or.jp/platform/

※本案内は現時点の予定であり、変更する場合があります。最新情報は協会ＨＰをご確認ください。



 

自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト 公募要項 

 

１．目的 

自立支援機器を活用する就労支援プロジェクトは、障害者自立支援機器（以下「支援機器」

という。）を使用して障害者の自立や社会参加を促進することを目的に、障害者を雇用してい

る企業等において実証評価を行い、その効果（試用効果及び改良の示唆）を基に、支援機器

の開発及び普及啓発の加速や障害者等の就労を促進する取り組みに対して補助するものです。 

 本プロジェクトは、厚生労働省｢令和８年度自立支援機器導入実証モデル事業｣の実施団体

である｢公益財団法人テクノエイド協会」が行うものです。 

 

２．応募資格と条件 

（１）評価チームによる応募 

本プロジェクトでは、一般企業等の実証評価の場において、支援機器の実証評価を適切か

つ円滑に実施するため、以下の①製造事業者、②仲介者、③障害者を雇用している一般企業

が評価チームを編成することとしております。各メンバーの条件と役割は以下に示すとおり

です。 

 

① 支援機器の製造事業者 

条件 

・日本国内に登記されており、支援機器を製造・販売している企業や法人格を有する団 

体（国及び地方公共団体を除く。）とする。 

・本プロジェクトの実証評価を的確に遂行するための、組織、人員、設備、資金調達に必 

要な経営基盤等を有している。 

・本プロジェクトに係る補助金の経理事務を適切に遂行するための十分な管理・経理体 

制を有する。 

役割 

・製品化された支援機器を個々の障害状況に合わせて改良や調整をしたうえで、障害者

等を雇用している企業等に提供すること。 

・実証評価の期間中、支援機器の改良や調整・適合のため、必要に応じて仲介者と共に実 

証の場（実証評価の現場）に立ち会うこと。 

② 仲介者 

条件 

・仲介者は、障害者の障害特性や使用環境を踏まえた支援機器の適合・調整と、実証評 

 価の計画作成と実施ができる者とする。 

・仲介者は、各種専門性を持つ者※が評価チームに２名以上含まれていること。 

・製造事業者による仲介者の兼務は認めない。 

※各種専門性を持つ者の具体例 

・支援機器と障害特性を調整し、実証評価の計画や実施のできる理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士等の福祉医療専門職 

・工学的な知識や技術を生かし、障害者の立場にたって支援機器の適合や調整が 

できるリハビリテーションエンジニア 



・環境（職場）と障害特性を調整できるジョブコーチ 

・障害者自立支援機器開発・普及啓発促進事業にて構築している地域の「支援ネッ 

トワーク」に参画している専門職 等 

  役割 

・対象者の障害特性を踏まえて、支援機器と職場環境等を調整すること。 

・実証評価の計画を作成し、実施すること。 

・障害者等を雇用している企業等の担当者と密な連携を取りながら、支援機器の特性を

見極め、支援機器の使用によって効果が見込まれる対象者を選出すること。 

・対象者が支援機器を使用するのに必要な関連器具等の選出や調整、就業環境の整備、

心理面のフォロー等の調整を行うこと。 

③ 障害者を雇用（予定を含む）している企業等 

  条件 

  ・既に障害者を雇用（予定を含む）している一般企業や特例子会社等とする。 

  ・１つの評価チームあたり２か所以内とする。 

  役割 

・障害者を雇用している企業等の担当者は、対象者が実証評価に参加できるよう、必要 

な手続きや準備について支援を行うこと。 

・障害者を雇用している企業等の担当者は、対象者と随時面談を実施すること。 

・支援機器を円滑に使用できる環境の調整を仲介者と共に実施し、職場内関係者との調

整を行うこと。 

 

 

図：応募に係る評価チームの体制 

（２）対象機器 

 本プロジェクトでは、障害種別にとらわれずに、全ての障害者の就労を支援する機器や就

労関連活動を支援する機器を対象とします。具体例は、以下に示すとおりです。 

なお、機器には、システムやアプリ、ソフトウエアが含まれます。 

・障害者の就労においてコミュニケーション等を円滑にする機器 

・障害者の在宅等による遠隔就労を可能とする機器 

・障害者が業務の効率化、円滑化を実現する機器 

・障害者の就労に関連する通勤や身支度等を支援する機器 



３．プロジェクトの実施期間 

内示日～令和９年１月３１日 

 

４．実証評価の実施 

 評価チームは、仲介者を中心に実証評価計画を作成し、実施すること。実証評価について

は、以下①～⑤の要件を満たす必要があります。 

 

① 評価設計の妥当性 

実証評価の計画は、対象となる障害者の特性や就労環境を適切に踏まえたものであり、

基本属性や就労に関する情報、実施の場所や期間、評価方法等が明確に整理されている

こと。 

（具体例） 

・対象となる障害者の基本属性（性別、年齢、障害名・程度、日常生活動作等）の収

集方法が明確であるか。 

・就労先、就労年数、就労形態、就労環境等の情報が適切に整理されているか。 

・仲介者（医療福祉専門職、リハエンジニア、ジョブコーチ等）によるアセスメント

の実施方法が具体的に示されているか。 

・評価項目の選定理由が、対象者の身体機能・就労環境・使用機器の特性に基づき合

理的に説明されているか。 

 

② 量的評価の実施可能性と妥当性 

  機器導入による効果を客観的に測定するための量的指標が適切に設定され、実施可

能であること。 

（具体例） 

・就労率（お試し就職の場合）や出勤状況等、就労成果に関する指標が適切に設定さ

れているか。 

・機器使用前後の比較が可能な効果指標（動作速度、業務効率、エラー数等）が明確

に定義されているか。 

・機器の満足度・ユーザビリティ指標（SUS、QUEST 等）の活用が適切であるか。 

・行動変化に関する質問指標等が、対象者の変化を捉えるために妥当であるか。 

・測定方法・データ収集方法が具体的で再現性があるか。 

 

③ 質的評価の深度と信頼性 

量的指標では捉えきれない機器導入の効果や対象者の変化を、質的に把握するため

の計画が十分であること。 

（具体例） 

・対象者自身の気づきや心理的変化を把握するための行動観察・インタビュー方法が

具体的に示されているか。 

・仲介者や就労先担当者の視点を含む多面的な評価が計画されているか。 

・機器導入による職場環境や支援体制の変化を把握する視点が含まれているか。 

・質的データの整理・分析方法が適切であるか。 



④ 実証の意義・波及可能性 

実証結果が、今後の就労支援機器の普及や他の障害特性・職場への展開に資するもの

であること。 

（具体例） 

・実証の目的が明確で、就労場面での機器活用に関する課題解決に寄与する内容であ

るか。 

・得られた知見が他の対象者・職場環境にも応用可能であるか。 

・実証結果の整理・報告方法が明確で、政策的・実務的な示唆を得られる可能性が高

いか。 

 

⑤ 実施体制・リスク管理 

実証を適切に遂行できる体制が整備されていること。リスク管理が十分に検討され

ていること。 

（具体例） 

・仲介者（医療福祉専門職、リハエンジニア、ジョブコーチ等）の役割分担が明確である

か。 

・対象者の安全性等が十分に検討されているか。 

・実証期間内に評価を完了できるスケジュールが提示されているか。 

・トラブル発生時の対応方針が明確であるか。 

 

５．補助額等 

（１）補助対象経費の上限額 

  補助上限額を８００万円とします。 

 （積算の目安） 

   ①20万円以上の対象機器を 30名以上の障害者に実施する場合 

１チームあたり 800万円 

   ②20万円以下の対象機器を５名以上の障害者に実施する場合 

    1チームあたり 400万円 

（２）補助率 

補助率は、下表のとおりです。 

※１ 中小開発企業とは、本プロジェクトにおいて公募により採択された企業のうち、

別表１のア及びイのいずれにも該当する会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第

２条第１項に規定する会社をいう。）をいう。（別表１参照） 

※２ 「社会福祉法人等」とは社会福祉法人、公益法人及び特定非営利活動法人等の

団体をいう。 

 法人類型 補助率 

製品の導入効果測定にかかる

費用 
- １０／１０ 

製品の製造・購入、製品の調

整・設置にかかる費用 

中小開発企業※１ ２／３ 

中小開発機関以外の会社、

社会福祉法人等※２ 
１／２ 



（３）補助対象経費 

実証評価の実施及びその成果報告に必要な、経費（賃金、謝金、旅費、消耗品費、会議費、

印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、雑役務費、委託費、借料及び損料、備品購入費とし、

各項目の対象範囲は、下表のとおりです。 

 

項目 具体的な内容例 

賃金 
 実証評価の実施に必要な賃金 

（法令に基づいて雇用者が負担する社会保険料等を含む。） 

謝金  実証評価の実施にあたり、障害当事者や仲介者に対して支払う謝礼 

旅費  実証評価の実施に係る旅費交通費（国内旅程分に限る。） 

消耗品費 

 事務用紙、文具、雑誌等、その性質が使用することにより消耗するもの、長期

間の保存に適さない物品の購入費 

 分析のための市販のソフトウエア(取得価格10万円未満のものに限る) 

会議費  会議時の茶菓代（会席料は対象外。） 

印刷製本費  関係書類や報告書等の印刷及び製本費 

光熱水費  実証評価の実施に必要な電気・ガス・水道使用料・車の燃料費等 

通信運搬費  郵便や宅配料等の資料等の運搬費 

雑役務費  振込手数料、倫理審査受審料等 

委託費  実証評価の実施にあたり外部に委託する費用等 

借料及び損料  会場借上料やパソコン等の借上料、設備損料等 

備品購入費 
 実証評価の実施に必要な備品（一般利用するパソコン等は対象外。） 

注）本事業の目的のみに使用するものに限ります。 

※ 機械器具等の物品の購入費用は、原則として、リースが困難な事情又は、リースでは著

しく不経済となる事情を有する機器に限るものとします。 

※ パソコン等の汎用性の高い機器の購入費用については、原則、対象外となります。 

 

６．留意事項 

（１）実証評価結果の報告 

  本プロジェクトに採択された評価チームは、以下の内容に基づく成果報告書を作成し、

令和９年３月１０日までに、当協会へ提出いただきます。 

なお、成果報告書に記載する内容ついては当協会より別途、説明します。 

 

（２）動画作成及び機器の活用効果に関する費用調査への協力 

  当協会では、障害者の就労促進を目的に動画作成を行いホームページ等で広報周知して

おります。そのため、本プロジェクトに採択された評価チームの中から、実証評価の様子

の撮影や参加した障害当事者、一般企業担当者等のインタビューに協力いただくことがあ

ります。併せて、就労中の支援機器活用の効果に関する費用調査を行います。対象となっ

た評価チームは、評価と調査にご協力いただくことがあります。 

 

（３）補助金事務の取り扱いに関する説明会と現地調査の実施 

本プロジェクトに採択された評価チームには、採択後、当協会が開催する補助金事務の



取り扱いに関する説明会に参加いただきます。また、実証評価期間中に、当協会から進捗

確認の連絡及び現地調査を実施します。 

（４）アンケート調査への協力 

  本プロジェクトに採択された評価チームには、実証評価の前後に当協会で実施するアン

ケート調査にご協力いただきます。 

 

７．提出物 

（１）事業実施に係る書類 

①自立支援機器を活用する就労支援プロジェクトへの応募について（別紙１） 

②事業計画書（別紙２） 

③所要額内訳書（別紙３） 

④人件費、謝金及び旅費の支給基準（法人の内規）（様式なし） 

※経費の内訳の積算根拠についても必ず併せて提出すること。 

（２）法人の概要、活動状況に係る書類 

①定款又は寄附行為（様式なし） 

②役員名簿（別紙４） 

③法人の概況書（別紙５） 

④事業実績（分量が多い場合は、法人の事業実績等を記した主要部分の抜粋のみ） 

（３）法人の経理状況に係る次の書類 

①直近の財務諸表（貸借対照表、収支計算書、財産目録）（様式なし） 

 

８．提出期限 

令和８年６月３０日（火）１７時まで 

 

９．提出方法 

電子メールにて提出してください。 

（提出先） 

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 宛 

 電子メールアドレス jissho@techno-aids.or.jp 

電話 ０３－３２６６－６８８３ 

（留意事項） 

①上記７.の書類をそれぞれＰＤＦにて提出してください。 

②提出期限を遵守してください。 

③一度提出した書類等は返却いたしません。 

④ファイル名を下記のように記載してください。 

「支援機器を活用する就労支援プロジェクトの送付（団体名）」と記載すること 

⑤事務局から提出書類について、修正や追加の依頼があった場合には、速やかに対応し

てください。 

 

１０．採択方法  

 評価チームの採択については、外部有識者で構成する評価検討会における審査を踏まえて、

予算の範囲内で決定します。応募から交付決定までの流れを、以下に示します。 



 
図：応募から交付決定までの流れ 

 

１１．その他 

その他関連事項については、別に定める交付要綱ならびに、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２

年厚生省労働省令第６号）の規定によるものとします。 

 

１２．本プロジェクトに係る照会先 

（１）本プロジェクトの実施に係ることや応募対象や補助金の取扱い等に係ること 

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 香川、佐藤、五島 

電話：03-3266-6883  電子メールアドレス：jissho@techno-aids.or.jp 

（２）実証評価の方法や経理の申請、実施に関すること 

株式会社シード・プランニング 荒川、釆本（うねもと） 

電話：①070-7416-1274、②080-4574-2295 

電子メールアドレス：jissho@techno-aids.or.jp 

  



別表１ 

中小開発企業の定義 

 中小開発企業とは、次のア及びイのいずれにも該当する会社（会社法（平成 17 年法律第

86 号）第２条第１項に規定する会社をいう。）をいう。 

 

ア 次表第Ⅰ欄の業種を主たる事業として営むものであって、第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄に定める

基準のいずれかを満たすこと。 

注）常時使用する従業員とは、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 20 条の規定に基づく

解雇の予告が必要な者をいい、事業主及び法人の役員は含まない。 

イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれにも該当しないこと。 

（ア）発行済株式の総額又は出資金額の２分の１以上が、同一の大企業（アに該当しない

ものをいう。以下同じ。）の所有に属しているもの。 

（イ）発行済株式の総額又は出資金額の３分の２以上が、複数の大企業の所有に属して

いるもの。 

（ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている

もの。 

 

Ⅰ 主たる事業として営む業種 Ⅱ 資本金基準  （資

本金の額 又は出

資の総額） 

Ⅲ  従業員数基準 

（常時使用する  

従業員の数） 

１．製造業、建設業、運輸業その他の業

種（２．から７．までの業種を除く。） 
３億円以下 300 人以下 

２．ゴム製品製造業（自動車又は航空機

用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業を除く。） 

３億円以下 900 人以下 

３．小売業 ５千万円以下 50 人以下 

４．サービス業（５．及び６．の業種を

除く。） 
５千万円以下 100 人以下 

５．ソフトウエア業又は情報処理サービ

ス業 
３億円以下 300 人以下 

６．旅館業 ５千万円以下 200 人以下 

７．卸売業 １億円以下 100 人以下 
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